
行政処分
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事業者
点数

営業所
点数

20220803 明和石膏運送株式会
社(法人番号
6250002001577)　代表
者武安哲男

山口県山口市下小鯖
10999番地の8

本社営業所 山口県山口市大字下小鯖
字九田分3304番地9

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
法第17条第1項第1号
及び同条第4項

令和3年8月26日及び同年12月8日、酒気帯び
運転による事故を端緒として監査を実施。6件
の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵
守違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、(2)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条第1項、第2項及び
第3項)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7
条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務
違反(安全規則第8条第1項)、(6)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

2 2

20220809 有限会社新羽原運輸
(法人番号
3260002011396)　代表
者羽原俊行

岡山県赤磐市東窪田357-
1

本社営業所 岡山県赤磐市東窪田357-
1

輸送施設の使用停止
(100日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事業
法(以下「法」)第9条第1
項、法第17条第1項第1
号、同項第2号及び同
条第4項

令和3年12月8日、情報提供を端緒として監査
を実施。8件の違反が認められた。(1)事業計画
の変更認可違反(車庫)(貨物自動車運送事業
法施行規則第2条第1項第4号)、(2)乗務時間
等告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則(以下｢安全規則｣)第3条第4項)、(3)
事業用自動車の定期点検整備義務違反(安全
規則第3条の2)、(4)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事
項義務違反(安全規則第8条第1項)、(7)運転者
台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5第1
項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)

10 10


